
　

節
分
に
恵
方
を

向
い
て
無
言
で
食

べ
き
る
と
縁
起
が

い
い
と
さ
れ
る
恵

方
巻
。
時
期
に
な

る
と
ス
ー
パ
ー
や

コ
ン
ビ
ニ
で
は
予

約
受
付
中
の
チ
ラ

シ
が
店
頭
に
並
ぶ
。

こ
の
恵
方
巻
、
発
祥
は
大
阪
と

さ
れ
、
全
国
に
広
ま
っ
た
そ
う

だ
。
店
頭
に
あ
ふ
れ
る
ば
か
り

の
商
品
が
並
ぶ
と
、
節
分
の
時

期
と
風
情
を
感
じ
て
し
ま
う
▼

▼
近
年
、
過
剰
生
産
で
売
れ
残
っ

た
大
量
の
商
品
が
廃
棄
さ
れ
る

食
品
ロ
ス
が
問
題
視
さ
れ
て
い

る
。
今
年
農
林
水
産
省
で
は
そ

の
事
態
を
見
か
ね
て
需
要
に
見

合
う
販
売
を
行
う
よ
う
ス
ー
パ

ー
等
に
通
知
す
る
異
例
ぶ
り
。

ク
リ
ス
マ
ス
ケ
ー
キ
な
ど
季
節

商
品
も
売
れ
残
れ
ば
破
棄
さ
れ

て
い
る
の
が
実
態
だ
▼
一
方
、

恵
方
巻
や
ク
リ
ス
マ
ス
ケ
ー
キ

は
平
和
が
あ
っ
て
こ
そ
の
も
の

と
も
い
え
る
。
戦
時
中
は
『
贅

沢
は
敵
だ
』
と
戦
争
が
優
先
さ

れ
、
日
々
の
食
事
を
確
保
す
る

に
も
難
儀
し
て
い
た
。
そ
う
思

え
ば
、
い
わ
ば
季
節
を
感
じ
、

文
化
的
な
生
活
を
食
で
味
わ
う

こ
と
が
で
き
る
の
は
一
つ
の
平

和
の
恩
恵
と
も
い
え
る
▼
た
だ

し
、
平
和
に
も
つ
む
じ
風
が
。

飽
食
の
今
で
は
と
ん
と
忘
れ
が

ち
だ
が
、
平
和
は
与
え
ら
れ
る

も
の
で
は
な
い
。
憲
法
前
文
に

は
国
民
の
不
断
の
努
力
が
必
要

と
し
て
い
る
。
恵
方
巻
を
食
べ

ら
れ
る
世
の
中
を
守
る
た
め
に

も
平
和
を
守
る
運
動
も
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
課
題
だ
。

　

春闘で賃金改善・長時間労働是正を
－－『亥年選挙』で政治を取り戻そう－－

▲自治労本部・榎本労働条件局長を迎えて行われた県本部春闘討論集会

▲県職労分科会（支部代・拡大闘争委）のようす

▲総務部長交渉で納得できる回答を求めた1.23人事課長交渉
　下は回答する佐藤人事課長

自治労岩手県本部2019春闘討論集会

　

１
月
23
日
、
岩
手
県
地
方
公
務
員
共
闘
会
議
（
議
長
・
佐
藤

淳
一
岩
教
組
委
員
長
）
は
、
超
勤
上
限
規
定
、
会
計
年
度
任
用

職
員
制
度
に
関
し
、
改
善
回
答
を
求
め
る
べ
く
、
交
渉
を
行
っ

た
。
当
局
は
不
透
明
な
回
答
に
終
始
し
、
改
善
が
実
感
で
き
な

い
こ
と
か
ら
、
総
務
部
長
交
渉
で
の
改
善
回
答
を
強
く
求
め
た
。
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総
務
部
長
交
渉
で
前
進
回
答
を
迫
る

超
勤
改
善
策
は
従
前
姿
勢
に
終
始

超
勤
上
限
規
制

会
計
年
度
任
用
職
員

総
務
省
マ
ニ
ュ
ア
ル
ど
お
り
も
賃
金
・
休
暇
は
課
題
山
積

・３月２日（土）
　　午後１時～
・自治労県本部会議室

県職労第121回 
臨時大会県職連合第25回

【
超
勤
時
間
上
限
規
定
】

　

当
局
は
下
表
の
と
お
り
上
限

規
定
を
設
け
る
こ
と
、
大
規
模

災
害
時
へ
の
対
応
等
、
公
務
運

営
上
真
に
や
む
を
得
な
い
場
合

に
は
、
上
限
を
超
え
る
こ
と
が

地公共闘/1.23人事課長交渉

で
き
る
が
、
こ
の
場
合
事
後
検

証
を
行
う
こ
と
、
他
律
的
業
務

は
、
国
で
は
国
会
関
係
、
法
令

協
議
、
予
算
折
衝
等
に
従
事
す

る
場
合
と
し
、
限
定
運
用
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
県
で
も

　

１
月
25
日
・
26
日
、
県
本
部

春
闘
討
論
集
会
が
盛
岡
市
内
で

開
催
さ
れ
、
県
職
労
か
ら
25
人

が
結
集
し
た
。
開
会
に
当
た
り
、

野
中
県
本
部
委
員
長
が
「
毎
月

特
例
運
用
と
す
る
と
提
案
。

　

交
渉
団
か
ら
、
超
勤
上
限
規

制
の
妥
当
性
（
他
律
的
業
務
の

場
合
は
過
労
死
ラ
イ
ン
月
80
時

間
超
と
な
る
）
及
び
超
勤
縮
減

策
を
質
し
た
と
こ
ろ
、
当
局
は

上
限
時
間
ま
で
の
超
過
勤
務
を

無
条
件
に
認
め
る
も
の
で
は
な

く
、
超
勤
縮
減
が
必
要
と
の
姿

勢
を
示
し
た
が
、
上
限
規
定
に

よ
る
隠
れ
超
勤
の
温
床
と
な
り

得
る
こ
と
を
指
摘
し
、
実
効
力

あ
る
対
策
と
セ
ッ
ト
で
提
案
す

べ
き
で
あ
り
、
総
務
部
長
交
渉

で
納
得
で
き
る
回
答
と
す
る
よ

う
求
め
た
。

【
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
】

　

臨
時
・
非
常
勤
職
員
の
任
用

と
処
遇
見
直
し
を
柱
と
し
、
２

０
２
０
年
４
月
に
施
行
さ
れ
る

会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
に
関

す
る
交
渉
概
要
と
課
題
は
次
の

と
お
り
。

《
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
》

　

当
局
は
、
２
月
で
の
条
例
提

案
後
、
来
年
度
に
人
事
委
員
会

規
則
や
任
命
権
者
の
要
綱
等
の

整
備
と
併
せ
、
関
係
シ
ス
テ
ム

の
改
修
を
行
う
と
し
、
年
度
後

半
か
ら
順
次
職
員
の
募
集
・
選

考
を
行
う
と
し
た
。
交
渉
団
か

ら
、
各
職
場
の
臨
時
・
非
常
勤

職
員
の
会
計
年
度
任
用
職
員
へ

の
移
行
の
方
向
性
（
フ
ル
タ
イ

ム
・
パ
ー
ト
タ
イ
ム
）
が
示
さ

れ
な
け
れ
ば
、
給
与
制
度
の
詳

細
な
交
渉
が
進
展
し
な
い
と
し
、

早
期
の
検
討
・
提
示
を
求
め
た
。

《
賃
金
水
準
》

　

定
型
的
・
補
助
的
な
事
務
補

助
は
、
行
政
職
給
料
表
１
級
１

号
（
１
４
５
，４
０
０
円
）
を

基
礎
と
し
、
初
任
給
基
準
額

（
１
級
25
号
・
１
８
２
，３
０

０
円
）
を
上
限
と
し
て
決
定
す

る
こ
と
、
専
門
職
は
類
似
の
業

務
を
行
う
常
勤
職
員
と
の
均
衡

を
基
本
と
す
る
と
し
、
い
ず
れ

も
個
々
の
給
与
水
準
の
決
定
は

任
命
権
者
で
検
討
す
る
と
の
姿

勢
に
と
ど
ま
っ
た
。
交
渉
団
か

ら
、
事
務
補
助
に
関
し
て
は
、

一
部
職
場
で
は
常
勤
職
員
並
み

の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
実
態

に
あ
り
上
限
額
の
改
善
を
、
専

門
職
は
人
材
確
保
の
観
点
か
ら

現
行
水
準
を
上
回
る
賃
金
水
準

が
不
可
欠
と
し
、
共
通
の
考
え

を
総
務
部
長
交
渉
時
に
示
す
よ

う
求
め
た
。

《
諸
手
当
》

　

期
末
手
当
に
関
し
、
基
準
日

の
時
点
で
一
定
の
基
準
（
６
月

以
上
任
用
か
つ
週
15
時
間
30
分

以
上
勤
務
）
を
満
た
す
場
合
に

年
２
・
６
月
の
期
末
手
当
を
支

勤
労
統
計
デ
ー
タ
の
不
適
正
処

理
が
政
治
課
題
と
な
っ
た
が
、

安
倍
首
相
が
主
張
す
る
ア
ベ
ノ

ミ
ク
ス
に
よ
る
賃
金
引
上
げ
の

根
拠
自
体
が
歪
曲
さ
れ
た
こ
と

が
露
呈
さ
れ
た
。
安
倍
政
権
に

よ
る
賃
金
改
善
は
ま
や
か
し
で

あ
り
、
労
働
者
が
主
体
と
な
っ

て
賃
金
・
長
時
間
労
働
是
正
が

課
題
だ
。
公
務
員
は
２
０
０
６

年
の
給
与
構
造
改
革
以
降
、
平

均
８
・
６
％
も
引
き
下
げ
と
な

っ
た
ほ
か
、
長
時
間
労
働
は
是

正
さ
れ
て
い
な
い
。
会
計
年
度

任
用
職
員
制
度
に
よ
る
非
正
規

の
処
遇
改
善
な
ど
待
っ
た
な
し

だ
。
亥
年
の
参
議
院
選
挙
・
統

一
自
治
体
選
挙
の
勝
利
も
政
治

を
取
り
戻
す
た
め
に
重
要
だ
。

今
こ
そ
19
春
闘
に
結
集
を
」
と

あ
い
さ
つ
。
そ
の
後
、
榎
本
本

部
労
働
条
件
局
長
に
よ
る
19
春

闘
に
お
け
る
自
治
労
の
課
題
に

つ
い
て
講
演
を
受
け
、
県
本
部

書
記
長
か
ら
春
闘
ア
ン
ケ
ー
ト

結
果
を
も
と
に
賃
金
引
上
げ
月

額
１
３
、
０
０
０
円
と
す
る
春

闘
方
針
の
提
起
を
受
け
た
。
25

日
は
会
計
年
度
任
用
職
員
に
係

る
県
職
労
交
渉
経
過
を
踏
ま
え
、

臨
時
・
非
常
勤
職
員
の
処
遇
改

善
の
た
め
交
渉
で
の
一
層
の
前

進
に
向
け
て
討
論
を
深
め
た
。

　

県
職
労
で
は
、
26
日
に
支
部

代
表
者
会
議
を
開
催
し
、
２
月

区分
通常
他律的業務

月
45時間

100時間未満

年
360時間
720時間

※１　他律的業務：議会対応や災害対応等を想定
※２　災害対応等で上限を超えた場合において、公務運営上、
　　真にやむを得なかったのか事後的に検証を行う。

表 超勤上限設定の概要
議
会
提
案
事
項
（
超
勤
上
限
、

会
計
年
度
任
用
職
員
課
題
）
、

18
確
定
闘
争
総
括
と
19
春
闘
の

課
題
、
政
治
闘
争
の
推
進
、
新

規
採
用
者
加
入
拡
大
に
つ
い
て

討
論
し
た
。
新
規
採
用
者
加
入

拡
大
で
は
、
２
月
〜
３
月
の
各

支
部
で
の
加
入
促
進
対
策
会
議

の
開
催
、
新
採
用
者
着
任
時
の

各
支
部
・
分
会
の
先
輩
組
合
員

の
声
掛
け
な
ど
に
つ
い
て
意
思

統
一
を
は
か
っ
た
。
県
職
労
は
、

３
月
２
日
臨
時
大
会
に
向
け
て

春
闘
方
針
確
立
に
向
け
て
取
り

組
み
を
進
め
て
い
く
。

給
す
る
こ
と
、
フ
ル
タ
イ
ム
職

員
に
は
国
の
期
間
業
務
職
員
と

同
様
の
水
準
で
退
職
手
当
を
支

給
（
常
勤
職
員
と
同
じ
勤
務
時

間
を
勤
務
し
た
日
が
18
日
以
上

あ
る
月
が
12
月
以
上
を
超
え
る

場
合
）
す
る
こ
と
、
通
勤
、
特

殊
勤
務
、
超
勤
手
当
等
の
各
種

手
当
は
一
般
職
の
例
に
よ
り
算

定
す
る
と
し
た
。

《
休
暇
制
度
》

　

国
の
非
常
勤
職
員
と
の
権
衡

を
踏
ま
え
て
整
備
と
し
つ
つ
、

夏
季
休
暇
な
ど
県
で
措
置
さ
れ

て
い
る
が
、
国
で
措
置
し
て
い

な
い
休
暇
は
検
討
中
と
し
た
。

交
渉
団
か
ら
、
臨
時
職
員
へ
の

有
給
の
病
気
休
暇
な
ど
の
維
持

を
求
め
、
総
務
部
長
交
渉
で
見

解
を
示
す
よ
う
求
め
た
。

《
職
場
へ
の
影
響
》

　

交
渉
団
か
ら
、
常
勤
職
員
の

削
減
、
現
行
の
臨
時
・
非
常
勤

職
員
数
の
制
約
は
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
と
し
、
姿
勢
を
追
及
し

た
と
こ
ろ
、
財
政
制
約
を
理
由

と
し
た
処
遇
引
下
げ
は
法
の
趣

旨
に
沿
わ
な
い
、
公
務
運
営
は

任
期
の
定
め
の
な
い
常
勤
職
員

の
原
則
を
継
続
す
る
と
し
た
が
、

財
政
の
影
響
規
模
や
諸
課
題
へ

の
対
応
は
示
さ
れ
ず
、
不
透
明

な
ま
ま
だ
。

【
総
務
部
長
交
渉
に
向
け
て
】

　

具
体
的
な
長
時
間
労
働
是
正

策
が
示
さ
れ
ず
、
会
計
年
度
任

用
職
員
は
不
透
明
な
ま
ま
。
諸

課
題
へ
の
不
安
が
払
し
ょ
く
で

き
ず
納
得
で
き
る
回
答
と
は
程

遠
い
。
諸
課
題
が
改
善
さ
れ
る

よ
う
２
月
５
日
総
務
部
長
交
渉

で
前
進
回
答
を
求
め
て
い
く
。




